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中部国際空港セントレア旅客ターミナルビル（中部国際空港島地区）
2005年2月17日に中部地方と世界をつなぐ空の玄関として開港した中部国際空港「セントレア」が、本年、開港
10周年を迎えた。飛行機に乗る人も乗らない人も楽しめる空港を目指して、グルメやエンターテイメントの充実が図
られている。また、中央に突き出たセンターピアの屋内と屋上の展望デッキには、一般来港者が行き来できるように
回遊性を持たせるなど、建築的にも楽しめる工夫が盛り込まれている。この人気の空港施設にも、地域熱供給（地
域冷暖房）が採用されている。（中部国際空港エネルギー供給㈱）

9393

空から見た「中部国際空港」。常滑沖につくられた人工島に旅客ターミナルビルがＴ字型に開く空から見た「中部国際空港」。常滑沖につくられた人工島に旅客ターミナルビルがＴ字型に開く

中部国際空港セントレア旅客ターミナルビルからの夜景中部国際空港セントレア旅客ターミナルビルからの夜景

東北芸術工科大学 教授 東北工業大学 教授

地方創生における
地域エネルギー事業の意義（東北地方を中心に）対談

センターピア先端には、日本で最も間近に滑走路を望む
フレンチと日本料理のレストラン「アリス ダイニング」

スカイデッキでは、
毎年「盆踊り」も開催

4階スカイタウン「レンガ通り」。
雑貨や衣料店、飲食店が並ぶ

4階スカイタウン「ちょうちん横丁」。
雑貨や衣料店のほか、名古屋めしの店も多い

国内空港初の展望風呂「風（フー）の湯」。
　飛行機を眺めながら入浴できる

「スカイデッキ」は、滑走路間近の展望デッキとして大人気

折り紙のような天井が印象的な出発ロビーを4階から見下ろす。
3階には多目的ホールや貸会議室もあり、様々なイベントに対応できる

（写真提供：中部国際空港㈱（表紙全て））



⑩中部国際空港のスペシャリティー

セントレアまるわかりツアー熱供 給が
あ
る街街
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中部国際空港セントレアには、来

港者の「もっと近くで飛行機を見た

い！」という要望で生まれたツアー

がある。セントレアまるわかりツア

ー「滑走路見学コース」だ。

普段は関係者しか立ち入ることが

できない貨物地区や空港の場周道路

などをバスで巡るツアーで、なんと、

滑走路中央付近で実際にバスから降

りて見学できるポイントも用意され

ている。タイミングがあえば、着陸寸

前の飛行機に遭遇できる。

この臨場感たっぷりのツアー、今

のところ日本ではこの空港だけ。思

わず「へー」と言ってしまう雑学に

富んだガイドも好評で、大人気のツ

アーとなっている。参加には、団体

バスでの来港者なら事前予約が必要

（有料）。個人の方は、旅行会社主催

のツアーで参加ができる（詳細は右

記 HP 参照）。
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セントレアまるわかりツアー
所在地：愛知県常滑市セントレア 1-1
電話：0569-38-7575（予約・お問合せ）
電話受付時間：10 時〜 12 時、
　　　　　　　13 時〜 16 時（年末年始を除く）

受付：事前予約のみ。14 日前まで（有料）
　　　（個人の方も事前申込制（旅行会社に申込））
実施日：年末年始を除く毎日
実施時間：（A）9:15 〜、（B）11:15 〜、
　　　　　（C）14:15 〜（各 90 分ほど）
http://www.centrair.jp/enjoy/visit/maruwakari.html セントレア

伊勢湾

中部国際空港駅

りんくう常滑駅

常滑駅

セントレア東IC
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島
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知多横断道路
（セントレアライン）

※常滑ICから
　セントレア東ICへは
　入れません

半田中央IC

至名古屋

至南知多

電車：名鉄空港線「中部国際空港」駅
車：中部国際空港連絡道「セントレア東」IC下車

（写真提供：中部国際空港㈱）
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連載●世界遺産から見えてくる日本

矢野 和之

白川郷・五箇山の合掌造り集落
〜育まれた結

ゆ い

の文化〜

白川郷や五
ご か や ま

箇山というと、山深い

飛騨山地の中にある日本の秘境中の

秘境、巨大な合掌造りの建物が並ぶ

集落として有名な存在でした。19

世紀末には、白川郷や五箇山など庄

川流域には、93 の集落に 1,800 棟以

上の合掌造りがあったといわれてい

ましたが、今ではその 1/10 も残っ

ていません。戦後 25 年間で 90％が

消えていったといわれます。

住民の伝統的な共同作業であった結による茅の葺き替え。近年専門の茅葺き職人に依頼することが多くなった（写真：三沢博昭）

これは、昭和 38 年（1963）の豪

雪で集落が孤立したことも一つのき

っかけとなったようですが、昭和

26 年（1951）から始まった庄川の

電源開発によってこの地域の産業構

造が変化したことも大きかったとい

われています。庄川本流沿いがダム

建設によって賑わう一方で、支流の

奥にある小集落からは離村する人が

相次ぎ、中には集落ごと離村した例

もあります。これらにあった合掌造

りの建物は、放置されたり、売買移

築されレストランになったりしたの

です。

この地域の秘境イメージは近代以

降のものにすぎず、実は畑作で食糧

を自給し、焔
えん

（塩）硝
しょう

、和紙、養蚕

などの生業で安定した生活があった

のです。「結」という相互扶助制度

が機能し、大屋根の葺き替えなども

第 8 回



　　 世界遺産 DATA 　　

◆登録名：白川郷・五箇山の合掌造り集落

◆所在地：岐阜県白川村、富山県南砺市

◆登録年：1995年

◆構成資産：荻町集落、相倉集落、菅沼集落
※資産総面積 68ha（荻町集落 45.6ha、
相倉集落18.0ha、菅沼集落4.4ha）、緩
衝地帯総面積58.875ha　

◆適用基準
（ⅳ）�歴史上の重要な段階を物語る建築物、

その集合体、科学技術の集合体、あ
るいは景観を代表する顕著な見本で
ある。

（ⅴ）�あるひとつの文化（又は複数の文化）
を特徴づけるような伝統的居住形態
若しくは陸上・海上の土地利用形態
を代表する顕著な見本である。又は、
人類と環境とのふれあいを代表する
顕著な見本である（特に不可逆的な
変化によりその存続が危ぶまれてい
るもの）。
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①雪の中の荻町集落
②対岸の駐車場から観光客が荻町集落に押し寄せる
③かつての山奥の佇まいを残す相倉集落
④菅沼集落のような小さな合掌造り集落が多く点在していた
⑤その小集落のひとつ白川村加須良集落に残る1軒の合掌造り（1970年撮影）

④ ⑤

②①

③

（修復建築家・日本イコモス国内委員会事務局長）

村人の手で行なわれていました。

昭和 45 年（1970）に五箇山の相
あいの

倉
くら

と菅沼集落が史跡に指定され、合

掌造り集落が保存の方向に向かいま

した。次いで昭和 46 年には白川郷

で「荻町集落の自然環境を守る会」

が発足。「住民憲章」の制定をみて、

集落とその周辺を面的に保全する機

運が高まりました。昭和 51 年には

重要伝統的建造物群保存地区に選定

され、五箇山も平成 6 年（1994）に

同保存地区に選定されて、平成 7 年

に世界遺産に登録されました。

ダム建設が終わると、観光化が一

気に進みましたが、世界遺産登録に

よって観光客が 100 万人を超え、東

海北陸自動車道開通もあって、現在

では約 150 万人、そのうち外国人が

約 20 万人にも及んでいます。ピー

ク時で 1 日 1 万人を超え、いわゆる

オーバーユース状態となっています。

特に荻町はそれが顕著で、休日には

車が道に溢れる状態が続き、交通規

制も行なわれるようになりました。

五箇山は、まだ荻町と比べると観

光客も多くはなく、ゆっくりとした

時間を楽しむことができますが、や

はり過度の観光客の存在は問題です。

もちろん、この問題解決に住民や

地方自治体も取り組んでいます。人

が自然と共生し、その中で相互に扶

けあう「結」の文化が育まれたこの

地域であるからこそ、その理念を生

かして、問題を克服し、世界に発信

できたらすばらしいと思います。

文化遺産保護に関わる国際的な非政府組織（NGO）です。
ユネスコの諮問機関として世界遺産登録の審査、モニタリング等の活動も行なっています。
ICOMOS／国際記念物遺跡会議：International Council on Monuments and Sites

イコモス
とは
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地方創生における
地域エネルギー事業の意義

（東北地方を中心に）

三浦 秀一
東北芸術工科大学 教授

渡邉 浩文
東北工業大学 教授

対談

3.11東日本大震災から4年
三浦　東日本大震災から 4 年が経過

しました。現地の人間として色々と

感じたこと、考えたこと、あるいは

取り組んできたことなどがたくさん

あったかと思いますが、振り返って

みていかがですか。

渡邉　そうですね。本当にたくさん

のことがあります。例えば、僕は震

災後、6 月に仙台市の「震災復興検

討会議」という復興計画をつくるた

めの委員会の委員になりました。当

時政府からは一刻一秒でも早く復興

を果たすというような話が出ていま

したが、実は個人的にすごく違和感

を持っていたのを覚えています。ま

だ後片付けも、総括も終わっていな

い時期です。それなのに、もう次の
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地方創生における地域エネルギー事業の意義（東北地方を中心に）

話が出ていて、地元の人間としては、

そんなに短期間では何も進まないの

にという印象を強く持っていました。

　震災復興検討会議は、土地利用を

制限する「災害危険区域」を決めた

というのが一番大きかったのですが、

とにかく急いで物事を決めなければ

いけなくて、丁寧に議論できたとこ

ろと、ほとんど議論できなかったと

ころがあったという少し残念な気持

ちも残っています。

　エネルギーについて言えば、長引

いた停電の話と、原発事故の話がご

ちゃ混ぜになって扱われてしまって

いたなと感じています。本来違う次

元の事柄のはずですが、それが太陽

光発電を整備していくというところ

に一本化されてしまったところが残

念だと思っています。

三浦　僕は震災後、最初にお手伝い

に行ったのが、気仙沼市の大沢地区

でした。地元の人たちが自治体から

自立した形で自ら高台移転を検討す

るという取組みを始めるということ

で、縁あって、大学として支援しよ

うということで行ったんですね。

　専門分野であるエネルギーの部分

で何とかお手伝い出来ればと思いま

したが、まずは何といっても移転の

問題が片付かないとエネルギーの話

まで手を広げられないという状況で、

その時に、具体的に動くというとこ

ろまではなかなかいけないなと痛感

しました。住民の人も、原発の問題

があったので、頭の片隅にはあった

ようでしたが、難しい段階でしたね。

渡邉　確かに、住むところの問題が

解決しなければ、次のことに手をつ

けるなんて出来なかったですよね。

三浦　もともと東北地方の多くの地

域は、過疎化しているところに地震

で追い打ちを掛けられたという状況

です。ですから、まずは住む場所の

確保、そしてそこに住み続けるため

の仕事の確保、その 2 つが最優先で、

エネルギーの話はその次に考えるこ

となんですよね。

東北復興と地方創生の関わり
三浦　ただ、地震を契機として、今

はかつてないくらい、行政に頼らず

自立しなければならないという動き

が、あちこちの地域から出始めてい

ると感じています。

渡邉　僕もそこは、大きく変化した

ポイントだと思っています。

三浦　そういう中で、最近は「地方

創生」という大きな政策の動きが出

てきて、地方での取組みに補助金が

いっぱい付くようになりました。補

助金漬けになってしまうと、自立で

きない部分も出てきますので難しい

ところはあるのですが、地方が生き

ていくためには、お金も人も時間も

必要です。国に用意されたメニュー

の中から選ぶというのではなく、そ

の補助金をうまく活用することで、

自分たち地域・街をもう 1 回つくっ

ていくという発想も必要です。

　そういう意味で、「自立」が大事

なキーワードとなっていて、コミュ

ニティとしての自立、経済的な自立

をしていかなければならない。その

ためには、エネルギー的にも自立を

していくとよいのではないかと考え

ています。非常時のエネルギー的な

自立の必要性は、皆さん十分に理解

されました。さらにこの復興を機に、

インフラ整備なども含めて自立型の

地域エネルギーシステムをつくって

いけるとよいと思います。

　自治体や、僕ら研究者がサポート

してという形にはなると思いますが、

その地域の人たちでプランをつくっ

ていくことが重要だと思っています。

渡邉　被災地の復興と、地方創生と

いうのは、まさにそこで関わりが出

てきますね。

三浦	秀一	氏　略歴
Miura Shuichi

1963 年兵庫県西宮市生まれ。1986 年早
稲田大学理工学部建築学科卒業。1992 年
早稲田大学大学院博士課程修了、東北芸術
工科大学講師。現在、同教授。博士（工学）。
総務省・自治体主導の地域エネルギーシス
テム整備研究会メンバー等を務める。専門
は建築、都市、地域の環境とエネルギー。
主な著書に「未来の住宅　カーボンニュー
トラルハウスの教科書」（バジリコ、2009
年）など。本誌にて「連載／欧州再生可
能エネルギー施策と森林バイオマスによ
る地域熱供給」（vol.80 〜 84/2011.9 〜
2013.1）執筆。
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対談

　何か物をつくることでいい地域な

り社会ができるということではなく、

やはり震災で人間関係から何から何

までみんなズタズタになってしまっ

ているので、改めて地域をつくって

いくということを目標とする。その

プロセスの中で、使える補助金を活

用していく。エネルギーというか電

気や熱といった問題も、地域を育ん

でいくのに役立つのであれば、そう

いう道具としても取り組んでいけば

いいと思います。

地域経済再生に森林バイオマスを
渡邉　山形県では、里山というか、

山林の方の話になってしまうのかも

しれませんが、若い方々も含めて、

薪の利用、バイオマス活用を相当や

っていらっしゃいますよね。

　仙台でも、震災直後、電気もガス

も止まってしまった中で、寒さをし

のぎたい、何か食べたい、というこ

とがあって、15 年とか 20 年ぶりに

薪ストーブを出してきて使ったとい

う方が結構いました。震災をきっか

けに、薪などの地域のエネルギー資

源の大切さが見直されています。

三浦　仙台では昔、山から薪を運ぶ

のに広瀬川を使っていたんです。つ

まり、川がエネルギーのインフラだ

ったんですね。森林資源を使ってい

くには、やはりインフラが必要です。

しかし現代では、皆さんが薪を焚い

て暮らすわけにはいきませんので、

地域熱供給（地域冷暖房）みたいな

インフラが必要になってきます。

　ただ、日本の熱供給事業は、大都

市ばかりで、地方、特に東北地方に

はほとんどなくて、その存在もあま

り知られていません。ですから、復

興の中で地域熱供給をやるという発

想も出てこないんだと思います。

渡邉　東北の熱供給事業は 2 地区だ

けですからね。

三浦　私が地方創生関連で委員を務

めている「自治体主導の地域エネル

ギーシステム整備研究会」は、国交

省ではなく、市町村と関連が強い総

務省で行なわれています。郊外であ

ったり、地方の山村部といった所ま

で含めてエネルギー問題を考えよう

ということで議論をしているのです

が、被災地にも山村はたくさんあり

ますし、過疎の問題を抱えていると

ころも多いわけです。エネルギーの

自由化も進められている時期ですか

ら、日本の国土の 7 割を占める山の

資源をエネルギーに利用することで、

雇用創出を含めた過疎対策が可能で

はないかということが議論されてい

ます。

　そのように、森林バイオマスのよ

うな再生可能エネルギーを使うと、

今までは日本では成立しないと言わ

れてきた小規模の地域熱供給も、議

論の前提が違ってきますので、地方

都市で新しい形の地域熱供給が実現

できるのではというのが、この研究

会の狙っているところだと思います。

渡邉　バイオマス活用は、山形県内

でも活発な地域とそうでもない所と

いうのがあるのですか。

三浦　バイオマス活用は、小さな町

に行けば行くほど注目度が高いです。

それをやるしかないという状態とも

言えます。

　山形県の事例ではないですが、最

近は北海道の下川町も有名ですね。

森林都市ということで、とにかく森

林で食べていく、バイオマス活用を

やっていくと取り組んでいる町です。

そういう取組みは、都市よりも、地

域経済や地域の雇用に危機感を持っ

ている町村レベルで活発です。そう

いう危機感への対応は、地方創生の

流れとも重なってきます。

　地球温暖化ではなかなか動かなか

ったところでも、そういう話には強

渡邉	浩文	氏　略歴
Watanabe Hironori

1965 年生まれ。1988 年早稲田大学理
工学部建築学科卒業。早稲田大学大学院
博士後期課程修了。博士（工学）。早稲
田大学理工学部建築学科助手などを経て、
1998 年東北工業大学講師。現在、同教授、
工学部長。2011 〜 2012 年同大学工学
部建築学科復興支援室室長。その他、東
北地方建築設備関連学協会災害調査連絡
会委員、宮城県土木部復興住宅検討会ア
ドバイザー、仙台市震災復興検討会議委
員等を歴任。専門は都市環境工学。主な
著書に「地域環境デザインと継承（シリ
ーズ地球環境建築・専門編 1」（共著、彰
国社、2004 年）など。
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い説得力がありますから、エネルギ

ー施策に取り組むようになります。

渡邉　地方の自立ということが大き

な課題としてある中で、まずはその

自治体がどうやって食べていくか、

存続していくか、ということを考え

なければいけないわけですね。

三浦　販売先の開拓をしなければな

らない農業の 6 次産業化や、地域外

の人を呼び込んでこなければならな

いレジャー施設づくりなどよりも、

その地域に確実に需要があるエネル

ギー事業をやるほうが、地域外から

供給されているエネルギーを地元の

ものに置き替えればいいだけですか

ら、外れのない計画となります。

　例えば山形県の最上町は人口が 1

万人ほどで、エネルギー支出が 20

億円あります。そのうち、5 億円く

らいある石油代を地元の木材に置き

換えるという計画をつくれば、経済

的なメリットは明確ですし、見通し

の確実性も高いものとなります。そ

ういう経済的な話とエネルギーの話

は結構親和性が高くて、地域活性化

の目玉にしやすいので、いま「あな

たのまちのエネルギー支出はいくら

か」という言い方で、話題にされる

ことが多くなっています。

地域エネルギー事業から自治へ
三浦　最近は、地域のエネルギー会

社みたいなものを設立するという動

きも活発化していて、全国的にそう

いう会社が出来てきています。

　東北でも福島県に「会津電力」が

出来たり、岩手県では、紫波町で

「紫波グリーンエネルギー」という

化できればいいなと思っています。

渡邉　歴史的な背景もあるのかもし

れませんが、ヨーロッパでは、どこ

の国のどこの地域の方々も自立の意

識が強いですよね。

　東北というのは、江戸時代は米沢

藩、伊達藩、盛岡藩など、中央幕府

から自立した経済圏を築いていまし

たから、素地はあるように思います。

三浦　東北地方とヨーロッパは、気

候風土も割と共通するところがあり

ますから、下手に東京のまねをする

よりは、ヨーロッパの地方都市を参

考にしたほうがずっといいですよね。

　自治体の関わり方としては、そう

いう地域のエネルギー会社づくりを

地方創生における地域エネルギー事業の意義（東北地方を中心に）

会社が出来て、バイオマス地域熱供

給を始めました。そういう実践の段

階になりつつあります。

渡邉　地元の人たちが、自分たちで

出来るというのがとても大切だと思

いますが、これなら出来ると思える

ような仕組みなども、仕込んでいか

ないといけないでしょうね。

三浦　ヨーロッパでは、本当に小さ

な村で、地元の農家のおじさんたち

が地域熱供給をやっています。それ

を見て、普通の人でも出来ると実感

しました。特に地方では「エネルギ

ー革命を起こしているのは農家だ」

みたいな雰囲気もありました。日本

でも、そういう取組みで地域を活性
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対談

応援していくような新しい仕組みが

必要かもしれません。

渡邉　具体的にはどんなことが考え

られますか。

三浦　経済的な支援、ノウハウの提

供といった人的な支援ですね。さら

に地域熱供給みたいなことをやるな

らば、インフラというハードの整備

は、民間事業者だけでは出来ません

から、公共が関わらざるを得ない部

分になってくると思います。

渡邉　熱供給事業レベルの重い安全

確保の条件を求められたり、大規模

なインフラをつくるというのではな

く、やはりもう少し小さな集落を対

象とした、小単位の温泉配湯組合の

ようなシステムであれば、実現の可

能性が高くなるように思います。

三浦　そうですね。あと、地方では

需要家を探すところが大変だと思い

ますので、例えば熱需要が大きい行

政施設に需要家になってもらうとい

った協力の仕方もあると思います。

渡邉　それはありますね。

三浦　日本の熱供給事業だと21GJ/h

以上といった基準がありますが、ヨ

ーロッパではその 1/10 以下という

小さな単位で、地域熱供給があちこ

ちでやられています。需要家の件数

で言えば、小さいところだと 10 軒

以下のところもあります。

　日本でも、住宅設備の延長みたい

な感じで、それこそ導管敷設も民地

を利用したり、自分たちの重機でや

ってしまうなんてことでもいいと思

います。そうしたら人件費もかなり

軽減できます。

渡邉　面白いですね。

三浦　やはり電力より熱のほうが需

要量が大きいので、まず熱が配れる

状態をつくっていくこと。そして、

今後の技術開発によって効率が高く

なれば、バイオマス発電によるコジ

ェネという選択も考えていけばよい

と思います。

渡邉　いずれにせよ、せっかく東京

のほうで、地方創生と言ってくださ

っているわけですから、これに乗ら

ない手はないですね。地方では、地

域のエネルギーというものも合わせ

て考えていくということが、自立に

つながる。そういうことですね。

三浦　やはり大事なのは地域の自立

です。それはエネルギーの自立から

スタートするとうまくいく可能性が

あるように思います。自分たちで自

分たちのことを考えて、実際に自ら

の手で進めていく。そこが一番大事

です。「自給」によって「自治」の

意識も芽生えていくように思います。

　あとはエネルギー的な問題で、電

気だけではなくて、熱をどうするか

というのは、特に東北では大きなテ

ーマになってくると思います。その

時にバイオマスは大きな要素の一つ

になりますし、復興を進めていく中

で、今まで日本になかったような新

しい地域熱供給の仕組みを生み出し

ていく。それがすごく大事なことで

はないかと思います。
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COMMUNICATION SQUARE

経済産業省資源エネルギー庁は、

当協会に運営を委託し、「平成 26 年

度地域熱供給シンポジウム」を、平

成 27 年 2 月 10 日（火）に国際健康

開発センタービル（神戸市中央区）

にて、平成 27 年 2 月 16 日（月）に

愛知大学名古屋キャンパス（名古屋

市中村区）にて開催した。今回のシ

ンポジウムは、「これからのまちづ

くりとエネルギーの有効利用」を統

一テーマとして、地域熱供給の導入

意義を考慮に入れたまちづくり構想

を打ち出している自治体（神戸市、

名古屋市）の協力を得て、実際に地

域熱供給が行なわれている “ まち ”

で開催した。参加者数は、定員 100

名に対して、神戸会場が 88 名、名

古屋会場が 106 名で、参加された

方々は熱心に聴講され盛会の内に閉

会した。

ここでは、それぞれの会場におけ

るシンポジウムの開催概要を紹介す

る。

 神戸会場
神戸会場では、阪神・淡路大震

災から 20 年目の節目を迎えたこと

を踏まえ、「あの日を忘れない！街

の防災と環境保全を両立する地域エ

ネルギーシステムを考えよう！」を

サブテーマに、基調講演に摂南大学

教授 森山正和氏、人と防災未来セ

ンター上級研究員 小林郁雄氏、パ

ネリスト発表に神戸市住宅都市局 

調整担当課長 西修氏、神戸熱供給

平成26年度地域熱供給シンポジウム
「これからのまちづくりとエネルギーの有効利用」開催

させるとともに、地域の皆さまと一

緒になった防災まちづくりに貢献し

ていく。」

森山氏「環境面でのエネルギーの有

効利用もさることながら、防災面で

コージェネや蓄熱槽といったエネル

ギーシステムの

有効利用も考慮

に入れてまちづ

くりを進めてい

くべき。そこに

地域熱供給は大きく貢献できる。」

 名古屋会場
名古屋会場では、リニア中央新幹

線開業後のまちを見据えた「名古屋

駅周辺まちづくり構想」が策定され

たことを受け、「名古屋駅周辺の未

来を考える」をサブテーマに、基調

講演に愛知産業大学学長 堀越哲美

氏、パネリスト発表に東和不動産

㈱執行役員 岸田晃彦氏、東邦ガス

㈱都市エネルギー営業部長 小野田

久彦氏、㈱日建設計総合研究所副所

長・フェロー 栗山知広氏にご登壇

いただき、その後、名古屋市住宅都

市局 リニア関連・名駅周辺まちづ

神戸会場の様子

㈱代表取締役社長 和田本章氏にご

登壇いただき、その後、森山氏をコ

ーディネーターにパネルディスカッ

ションを行なった。

各講演テーマについては、プロ

グラム（表1）のとおり。

以下、パネルディスカッション

での主な発言を紹介する。

小林氏「地域ごとの特徴にあったシ

ステムや運用を考えることが重要で

ある。熱供給事

業者サイドだけ

で考えるのでは

なく、住民や熱

を使う側からの

アイデアや要求まで目を広げると、

より良いものができると考える。」

西氏「地域熱供給はネットワークが

あるというのが大きな財産である。

将来都心で進めるのであれば、ネッ

ト ワ ー ク の 中

で 1 ヶ所ではな

く、いくつも分

散型で拠点を持

っていくという

発想が重要である。未利用エネルギ

ーやコージェネなど多様な熱源を備

えることでネットワークの価値が高

まる。」

和田本氏「阪神・淡路大震災の復興

プロジェクトの

一環として生ま

れた熱供給会社

の 使 命 と し て、

防災機能を向上

森山正和氏

小林郁雄氏

西 修氏

和田本章氏
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くり推進室長の新庄徹氏にもご参加

いただいて、堀越氏をコーディネー

ターにパネルディスカッションを行

なった。

各講演テーマについては、プログ

ラム（表2）のとおり。

以下、パネルディスカッションで

の主な発言を紹介する。

岸田氏「インフラ整備はビルの所有

者だけではできない。名古屋市や地

域の方々と協力してインフラ整備を

していくことができれば、インフラ

とビルが一体と

なった非常に強

い地域ができる

と考える。リニ

アが来た時に評

価していただける地域を関係者とと

もにつくっていきたい。」

小野田氏「3.11 東日本大震災を踏ま

えて、安全・安心が非常に大きなキ

ーワードとなっている。コージェネ

が非常時に電力供給できることも一

つの貢献であり、BCP の側面でも

地域冷暖房が貢

献 で き る と 考

え る。 最 近 は

DCP と も 言 わ

れ始め、街区レベルのまちづくりの

中で、地域冷暖房の特長がその要求

に上手く合致すると考える。」

栗山氏「豊かで安全・安心で低炭素

なまちづくりを

推進するために

は、地域冷暖房、

地域一括受電の

スマートエネル

ギーとコミュニティマネジメントを

合わせ技で実施することが必要であ

り、それにより地域冷暖房の普及に

つながっていくものと考える。」

新庄氏「まちづくり構想には環境負

荷低減やエネルギーの面的利用と書

いてはあるもの

の、今までやっ

てきたことしか

書ききれていな

いのが実情。今

後、BCP やスマートエネルギーでの

役割にまで踏み込んで、名古屋駅周

辺地区をはじめとする名古屋エリア

に、地域冷暖房をどのように組み込

んでいくかが大きな課題である。」

堀越氏「今後リニア中央新幹線の整

備にあわせて、名古屋駅周辺地区の

まちづくりが進められていくが、そ

の中で従来のまちづくりの形を超え

て、新しい視点

として、エネル

ギーをどのよう

にマネジメント

していくかが非

常に大事である。名古屋のまちづく

りは、そういう方向性で進めていけ

ば良いと考える。」

名古屋会場の様子

堀越哲美氏

岸田晃彦氏

小野田久彦氏

栗山知広氏

新庄 徹氏

（所属・役職は全て平成27年2月現在）

表2　平成26年度地域熱供給シンポジウム（名古屋）開催概要　（敬称略）
これからのまちづくりとエネルギーの有効利用
〜名古屋駅周辺の未来を考える〜

日時 平成27年2月16日（月）13時半〜16時

会場 愛知大学 名古屋キャンパス 講義棟
（愛知県名古屋市中村区平池町4-60-6）

プログラム
基調講演
　　「名古屋駅周辺のまちづくりの方向性と熱エネルギーの有効利用」
　　　堀越哲美（愛知産業大学 学長）
パネリスト発表
　①「ミッドランドスクエア開発によるまちへの貢献と今後の展開」
　　　岸田晃彦（東和不動産㈱ 執行役員）
　②「まちとまちの冷暖房システムをつなげる試み
　　　名駅周辺における熱源ネットワークの仕組みと効果」
　　　小野田久彦（東邦ガス㈱ 都市エネルギー営業部長）
　③「ささしまライブ24地区地域熱供給（DHC）と
　　　この好事例からのいくつかの提案」
　　　栗山知広（㈱日建設計総合研究所 副所長・フェロー）
パネルディスカッション
　　　コーディネーター：堀越哲美
　　　パネリスト：岸田晃彦、小野田久彦、栗山知広、
　　　　　　　　　新庄徹（名古屋市 住宅都市局 都心開発部
　　　　　　　　　　　　　リニア関連・名駅周辺まちづくり推進室長） 

表1　平成26年度地域熱供給シンポジウム（神戸）開催概要　（敬称略）
これからのまちづくりとエネルギーの有効利用
〜あの日を忘れない！街の防災と環境保全を両立する
　地域エネルギーシステムを考えよう！〜

日時 平成27年2月10日（火）13時半〜16時

会場 国際健康開発センタービル
（兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1）

プログラム
基調講演
　①「都市環境と熱供給 ─熱エネルギーの有効利用とまちづくり─」
　　　森山正和（摂南大学 教授・神戸大学 名誉教授）
　②「阪神・淡路大震災から20年 ─これからの防災まちづくりを考える─」
　　　小林郁雄（人と防災未来センター 上級研究員・兵庫県立大学 特任教授・
　　　　　　　　NPO法人神戸まちづくり研究所 理事長）
パネリスト発表
　①「神戸市のスマート都市づくりとエネルギーの有効利用の取り組み」
　　　西修（神戸市 住宅都市局 計画部 計画課 調整担当課長）
　②「神戸東部新都心地区における防災型地域熱供給の計画と現在」
　　　和田本章（神戸熱供給㈱ 代表取締役社長）
パネルディスカッション
　　　コーディネーター：森山正和
　　　パネリスト：小林郁雄、西修、和田本章
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はじめに
エネルギー政策における大きな改革が始まっている。

エネルギー政策はこれまでも地域・都市政策と密接に

係わる重要な政策であったが、平成 26 年 4 月に閣議決

定された、新たな「エネルギー基本計画」に盛り込まれ

た新規施策の実現を図るためには、これまで以上に地

域・都市政策との連携を強化することが重要になってい

る。

特に、これまでの供給（サプライ）サイドに立ったエ

ネルギー政策だけでなく、需要（デマンド）サイドが主

導して行なう分散型エネルギーシステムの実現を推進す

るためには、エネルギーに関する計画を地域・都市政策

における新たな計画テーマとして内部化し、計画～事業

化にいたるまでの取組みを空間づくりと一体的に行なう

ことが重要になる。

また、スマートシティの整備についても、地域におけ

る需要サイドからの取組みが重要であり、分散型エネル

ギーシステムを構築する場はその実現を図る重要な場と

なる。このため、分散型エネルギーシステムの検討を組

み込んで実施する都市計画・都市づくりを推進すること

は、スマートシティの実現に向けた効果的施策となる。

こうした点を考えると、これからの地域・都市政策に

おいては、まず、大都市での、世界都市間競争の基盤強

化や自然災害等の危機管理基盤の強化に向けて実施され

る各種の都市再生プロジェクトの場において、また地方

都市では、コンパクトタウン化と中心市街地活性化をめ

ざして行なわれるまちづくりの場において、新たにエネ

ルギー対策を主要な計画テーマとして位置付け、分散型

エネルギーシステムの可能性とスマート化に関して、積

極的な検討を行なう取組みを構築し、実践していくこと

が必要である。

更に、エネルギー基本計画においては、新築建物を

対象としてエネルギーの使用量の実質ゼロ化を目指す

ZEB/ZEH についてのタイムスケジュールが示されてい

る。しかし空間的制約がある既成市街地において実現す

るためには、敷地単位・個別建物単位で考えるだけでな

く、街区などの面的エリアでのエネルギー共同利用等の

対策を合わせて検討することも必要になる。ここにおい

ても、都市政策との連携が重要である。

以上のように、新たなエネルギー政策の実現を図るた

めに、地域・都市政策におけるエネルギー対策への積極

的な取組みが重要になるが、一方、地域・都市政策サイ

ドにおいても、これから取り組むべき新たな政策として、

“ エネルギー ” が重要なテーマになっている。

例えば、大都市では、エネルギーの安定的供給を重要

な柱とする BCP（事業継続計画）や DCP（地区継続計

画）の確立、地方都市では、森林資源等の地域エネルギ

ー資源を活用して、地産地消型のエネルギーシステムを

構築し、地域活性化を推進することなどである。

こうしたエネルギーをテーマとする新たな地域・都市

政策の実現を確実に図っていくためには、建築が行なわ

れ、市街地の整備が行なわれる “ 機会と場 ” が重要にな

る。そこにおいて、目的とする施策・政策の実現を図る

取組みが確立され、着実に実施されることが不可欠であ

エネルギー政策とこれからの都市計画・都市づくり①

公益財団法人 都市づくりパブリックデザインセンター 理事長
公益社団法人 日本都市計画学会 低炭素社会実現特別委員会 委員長

小澤 一郎

都市の低炭素化・エネルギー対策の推進に向けた
都市計画・都市づくりの役割と取組み
～日本都市計画学会提言を中心に～

新 連 載
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る。

その実施主体となる地方自治体の役割が非常に重要に

なっていると言える。

本稿では上記の認識のもと、新たなエネルギーシステ

ムの実現に向け、これからの地域・都市政策、特に、都

市計画・都市づくりが果たすべき役割と取り組むべき内

容を中心に 4 回の連載を行なう。

それぞれのテーマは、

第 1 回：「都市の低炭素化・エネルギー対策の推進に向

けた都市計画・都市づくりの役割と取組み～日本都市計

画学会提言を中心に～」

第 2 回：「自治体エネルギー政策と都市づくりにおける

戦略的実践に向けて」

第 3 回：「ZEB 化・スマート化と都市のエネルギー対策」

第 4 回：「都市の低炭素化・スマート化に向けた地域冷

暖房システムの役割」

の予定である。

日本都市計画学会提言：
「低炭素都市づくりの推進」

日本都市計画学会では、平成 21 年 6 月に「低炭素社

会実現特別委員会」を設置し、低炭素社会の実現に向け、

都市計画・都市づくりが果たす意義・役割についての検

討を行ない、提言を実施してきた。これまで、全国の自

治体都市計画部局を対象に平成 24 年 6 月に第 1 次提言、

平成 26 年 9 月に第 2 次提言を公表している。

第 1 次提言では、主として、自治体都市計画部局の役

割と実践に向けた取組みについて提言を行なっている。

都市の低炭素化やエネルギー計画については、現行の

都市計画法における計画制度的位置付けが十分でなく、

また、計画手法等の整備も十分でないため、これらに対

する取組みの必要性が認識されていても、多くの自治体

において具体的に何に、どう取り組むかが明確になって

いない状況である。

このため第 1 次提言では、都市計画・都市づくりを行

なう “ 場と機会 ” が、低炭素化とエネルギー対策の実践

の場として重要であり、都市計画部局が果たす役割が大

きいこと、そして、現行の都市計画制度下においても、

表1のような取組みを実践することが必要であること

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
こ
れ
か
ら
の
都
市
計
画
・
都
市
づ
く
り

連
載

表1　日本都市計画学会第1次提言（平成24年6月）による
　　 「自治体都市計画関連部局の役割」

「低炭素都市づくりの推進」
＜日本都市計画学会第1次提言より＞
【自治体都市計画関連部局の役割】
　低炭素社会形成やエネルギー政策の実現を図るためには、地域
における自治体の先導的な取組みが重要です。そのためには、人口
や諸機能が集積している市街地は重要な場となります。特に市街地
の整備・更新を行なうまちづくりの場は、低炭素都市づくりに関わ
る多様な取組みを行なう良い機会であり、まちづくりを業務とする
都市計画関連部局の役割は大きいと言えます。
　まず都市計画関連部局は、地域社会の低炭素化と地域エネルギ
ー対策の実現に向け、都市計画・都市づくりが大きな役割を担い得
ることを十分に認識し、先導的役割を果たしていくことが大切で
す。
　具体的な業務としては、低炭素化やエネルギー対策の推進に向け
た業務を内部化し、まちづくりの場において必要な検討を確実に行
ない、可能な施策・対策をまちづくりと一体的に実施していけるよ
う、低炭素化に関する検討業務をまとめた業務フローを作成してお
くことが必要です。
　そして低炭素都市づくりに向けた取組みを都市計画マスタープラ
ンに位置付けるとともに、自治体の総合計画に反映することが重要
です。
　更に、普及啓発・情報提供から、民間事業者への要請・調整、未利
用・再生可能エネルギー活用や面的エネルギーシステムの導入に向
けた協議の場の設置と運営、事業化コーディネート、モデル事業の
実施まで多様な役割を果たすことが期待されます。
　また、民間事業者による低炭素都市づくりが円滑に行なわれるよ
う行政内部の「公公連携」を構築し、公共施設管理者などが有する
行政情報へのアクセス改善や各種運用ルールの事前明示、その他
のインセンティブを整えることも必要です。

表2　日本都市計画学会第1次提言（平成24年6月）による
　　 「低炭素都市づくりを実践していく上で必要な視点」

「低炭素都市づくりの推進」
＜日本都市計画学会第1次提言より＞
【低炭素都市づくりを実践していく上で必要な視点】
①低炭素都市づくりを進めていくための総合的な方針をつくる
②街区・地区レベルでの実践とエネルギーを含めたエリアマネジメ
ントの視点を持つ
③都市の低炭素化対策・エネルギー対策を空間計画・空間づくりと
一体的に検討する
④都市計画の周辺領域に視野を広げ様々な主体と連携する
⑤都市の低炭素化に関連する情報を蓄積し活用する

について提言を行なっている。

そして、実践に向けた視点として、表2の 5 つを示

している。

そのうえで、具体的な取組みとして表3に記した内

容を提言している（第 2 次提言に関しては連載の第 2 回

以降で紹介する予定）。

なお、表 2と表 3に示した「低炭素都市づくり方

針」については、都市計画法の抜本改正が行なわれる場

合、「都市再開発方針」等と同様に、都市計画法におけ

る「都市計画の内容」のひとつとして制度的に位置付け

ることを想定している。
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「低炭素都市づくり方針」と既存の枠組み
図1は、「低炭素都市づくり方針」と既存制度におけ

る主な都市計画の内容や関連業務等との関係を示したも

のである。

現時点においては、都市計画決定の内容にはならない

ものの、表4に示したようなテーマ・内容で構成する

「低炭素都市づくりの方針」を策定しておくことは、低

炭素都市づくりに向けた都市計画部局の基本的考え方と、

その実現に向けた施策および取組み方針についてのまと

めになり、都市計画部局の環境・エネルギーに関する業

務実行指針となるものである。そして、その骨子を都市

計画のマスタープランへ反映させるとともに、個別具体

の都市計画・都市計画事業の実施にあたって内容の具体

化を図ることにより、都市計画・都市づくりの場におけ

る低炭素化とエネルギー対策の推進が期待できる。

また、対外的には民間都市開発事業者の事業検討にお

ける指針（開発許可業務の指針）にもなり、更に、環

境・エネルギー政策担当部局との連携・協働の強化に繋

がる効果も期待できる。

新たな都市計画の枠組みの構築を
さて、低炭素化やエネルギーに関する課題の解決に向

け、空間づくりと一体的に施策展開を図ることが効果的

であることは上記したとおりである。

表3　日本都市計画学会第1次提言（平成24年6月）による
　　 「低炭素都市づくりの実践」

「低炭素都市づくりの推進」
＜日本都市計画学会第1次提言より＞
【低炭素都市づくりの実践】
（1）自治体都市計画関連部局による実践
　自治体の都市計画関連部局には、低炭素都市づくりを先導する
立場から、早急に具体的なアクションを起こすことが求められてい
ます。その最初の一歩として、下記のように「モデル地区での取組
み」から「総合的・体系的な取組み」まで「できるところからの実
践」が重要です。

①モデル地区において低炭素まちづくりを実践する
・モデル地区として市街地開発事業など面的まちづくりを行なう地
区を選定し、当該エリアで未利用・再生可能エネルギーの個別建物
での活用を推進する
・関係者による協議会を設置し、自立分散型の面的エネルギーシス
テムの導入を検討するとともに、国の各種助成メニューを活用して
その具体化を図る
・また、緑化や風の道の確保による面的ヒートアイランド対策を空
間計画と一体的に検討する
・街路事業の沿道建物更新地区や地区計画のエリアなどで、建物・
設備の省エネ化の共同実施や未利用・再生可能エネルギーの共同
利用などの取組みを検討し、具体化を図る

②集約型都市形成に向けたアクションプランを策定し実践する
・集約型都市形成の実現に向け、規制・誘導策、拠点市街地整備計
画や交通体系のグリーン化などによる施策パッケージを検討しアク
ションプランとしてまとめる
・大都市では鉄道駅周辺地区、地方都市では中心市街地を対象に
拠点的市街地形成に向けた市街地更新事業化プログラムを策定し、
モデル事業の立ち上げを行なう

③総合的な「低炭素都市づくり方針」を策定する
・都市交通マスタープランや緑の基本計画で示されている低炭素
化施策と上記の集約型都市形成アクションプランに、未利用・再生
可能エネルギー活用の方針を加え、都市計画行政として取り組む低
炭素都市づくり施策を一本にまとめた「低炭素都市づくり方針」を
策定する

④低炭素都市計画業務実行指針を策定し実践する
・都市計画マスタープランの策定や個別の調査・計画業務および各
種事業の事業計画や事業実施のプロセスにおいて検討すべき低炭
素化施策を整理し、日常の都市計画行政の中で低炭素化および地
域エネルギー対策に配慮するための「低炭素都市計画業務実行指
針」としてまとめ、実践する
　なお、低炭素都市づくり方針や業務実行指針は自治体の都市計
画審議会を活用して討議し、まとめることも考えられる

表4　低炭素都市づくり方針のテーマ・内容

低炭素都市づくり方針の内容（骨子）
1．市街地空間のグリーン化
＊市街地の形態的改革：コンパクト化、公共交通沿線への集約
＊市街地の質的改革：居住機能と生活支援公的機能の適正配置
＊既存ストックのグリーン化：スマート・リニューアルの推進
＊市街地における緑・自然共生・生物多様性空間の体系的整備

2．都市交通システムのグリーン化
＊公共交通、自転車、徒歩の積極的活用と面的モール化
＊電気自動車・水素自動車の地域システムの構築　など

3．エネルギーシステムのグリーン化
＊地域に存する未利用・再生可能エネルギー活用の徹底
＊分散型低炭素地域エネルギーシステムの構築に関すること
＊面的エネルギーマネージメントシステムの構築に関すること

4．アクションエリアの指定とエリア別低炭素化方針
＊集中的・重点的に温暖化対策を講ずる区域。面的事業区域など

図1　「低炭素都市づくり方針」と既存の都市計画関連制度との関係

都市計画区域
マスタープラン 温暖化対策促進法

緑のマスタープラン
（既存）

自治体総合計画 ［凡例］
　　：提言されている
　　　手法・ツール

低炭素まちづくり計画
（低炭素都市づくり法）

集約型都市形成
アクションプラン（新規）

地域低炭素エネルギー
マスタープラン
　　　　（新規）

低炭素都市づくり方針
（各MP等をまとめた
実務的ツール）

市町村都市計画
マスタープラン

都市再開発方針等
都市計画に関する方針
（既存の都市計画方針）

自治体の
新実行計画
地域推進計画

都市交通
マスタープラン
　　（既存）
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1． 都市の低炭素化（エネルギーのグリーン化）の実現を図
るため、
地域に存する未利用・再生可能エネルギー資源を最大限に活用する
街づくりを実践する。
特に面的街づくりを実施する区域においては、
計画・構想段階から低炭素地域エネルギーシステムを検討し、
その導入を推進する。

2． グリーンニューディール（地域経済のグリーン化）の実現
を図るため、
面的街づくりにおける低炭素エネルギーの導入をトリガーとして、
地域低炭素エネルギー資源の生産・販売・流通や供給を担う
グリーンビジネスの育成を図り、地域産業・雇用の活性化を図る。

3． 都市における自然共生（環境のグリーン化）の実現を図
るため、
中心市街地と市街地縁辺部の土地利用再編を進め、
風の道、緑の道、水の道の体系的導入により
市街地環境の抜本的改革を図る。

4． 歩いて暮らせる街づくり（交通のグリーン化）の実現を図
るため、
中心市街地において公共交通、自転車、徒歩を柱とする
面的モール化を進め
低炭素で安全・安心な交通システムの構築を推進する。

5． 安心・安全な街づくり（生活空間のグリーン化）の実現を
図るため、
中心市街地の土地利用の再編・再構築に合わせ公的施設と
生活関連サービス機能の適正配置並びに
集合住宅を柱とする街なか住宅の整備を進めて、
新たな街なか生活基盤街区の構築を推進する。
特に子供の健全な生育を支え、各世代が健康で安心して
暮らせるよう脳と心と体にやさしい豊かな空間づくりを行なう。

6． 質と品格のある空間づくり（景観のグリーン化）の実現
を図るため、
公的空間と私的空間を包含した一体的な場において、
一貫性・連続性のあるデザインの展開を図る。
特に公的施設とその周辺並びに市街地における
散在空地・低未利用地の整序にむけて先導的な取組みを推進する。

7． 持続性ある街づくり（コミュニティのグリーン化）の実現
を図るため、
地域の社会的・経済的・環境的諸要素に関する
地域マネージメントシステムの構築を推進し、
公民・民民協働による態勢を整備して推進する。

8．これらを推進するため、
空間づくりを舞台として関連施策の統合的実施を図る
“新たな都市計画の枠組み（オープン都市計画）”
を構築し実践する。

図2　新たな都市計画を考える際の目指すべき市街地像

＜次世代市街地＞ 次世代
市街地

2次市街地

1次市街地

原始市街地

環境・エネルギー問題への対応
新たな基盤技術の導入と
新たな生活システムの導入を図り
街区を抜本的再構築

＊街区（地区）エネルギーシステムの整備

＊根幹的防災基盤　など

＊住宅と生活関連、医療・介護施設の
一体的な整備による

＊

未利用・再生可能エネを使い切る
低炭素・低リスクなまちづくり

安心・安全街区の構築など

＜既存市街地＞

生活関連公的施設の適正配置＜2次市街地＞

生活・安全等の観点から
公的施設の適正配置

道路・公園・下水道等の
都市基盤が整備されたうえ、

それに対応した街区構成が完成

がなされ、

＜1次市街地＞

都市基盤が整備された市街地
道路・公園・下水道等の

原始市街地：都市基盤がないまま建
物が建て詰まって出来
た市街地

空間づくりを通して社会的課題の解決を図ることが、

都市計画の本来的な役割であることを考えると、今後の

都市計画法制度の抜本的改正をとらえ、現下の社会的課

題の解決に向け、空間計画・空間づくりの場を積極的に

活用する「新たな都市計画の枠組み」を構築することが

必要である。

図2と表5は、新たな都市計画を考える場合の「目

指すべき市街地像」と、その「実践運動」について示し

たものである。

現下の社会的課題の解決をめざす都市計画の新たな枠

組みが構築され、全国の都市において低炭素化やエネル

ギー施策が推進されることを期待したい。

表5　新たな都市計画の枠組みを構築するための実践運動

“グリーン・ニューアーバニズム”の推進　～7つのグリーン化とオープン都市計画の実践～
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山
形
駅
西
口
地
区
　

都市整備の目的と経緯
山形駅西口一帯には、かつて工場及び JR の社宅があ

ったが、山形県と山形市によって『山形駅西土地区画整

理事業』が計画され、山形の新都心としての再開発が行

なわれることとなった。目的は、美しい自然に囲まれた

県都・山形にふさわしい地区として、情報機能を備えた

新しい都市拠点を整備することであり、豊かな自然と魅

力ある都市機能の融和を図った環境先進都市を目指した

に製造・供給ができる日本初の石油コージェネレーショ

ンを組み込んだシステムによる地域熱供給事業として操

業を開始した。現在の需要家は、前出の霞城セントラル

と、少し離れた山形市の文化会館「山形テルサ」の 2 カ

所である。

山形熱供給㈱のエネルギープラントは霞城セントラル

の中にあり、需要家とは導管にて接続され、山形テルサ

との間には片道約 600m 程度の導管が敷設されている。

東北地方の熱供給事業①

トリプルミックス熱源方式による地域熱供給
特集⃝

地域熱供給

供給区域図

（写真提供：山形市総務部広報課）

計画である。平成 8 年には『西

口新都心ビル建設事業提案競

技』が実施され、再開発計画の

推進力となった。この建設事業

提案競技（コンペ）により、山

形駅西口に隣接した位置に、24

階建の複合ビル「霞城セントラ

ル」が、平成 13 年にオープン

した。

地区の概要
その中で山形熱供給㈱の山形

駅西口地区は、省エネルギーを

図りつつ、地球環境に配慮した

電気と熱のエネルギーを安定的

供給区域
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への蓄熱と併せて運用している。

供給している熱種については、温熱は 0.78MPa の蒸

気で供給した後、温水にて回収している。冷水は供給温

度が 7℃程度で、蓄熱槽には 4℃で蓄熱している。また、

熱供給以外に、霞城セントラルに必要電力の約 95％に

相当する電力を供給している。

トリプルミックス熱源方式による環境性・防災性の向上
当地区の熱供給システムの特長として、石油・都市ガ

ス・電気を組み合わせたトリプルミックス熱源方式の採

用がある。この方式により、低コストで熱を供給できる

と共に、省エネルギー・環境保全に寄与できる。その上、

石油という一定量備蓄できるエネルギーを持つことで、

非常時でも電気と熱が供給できるシステムとした。災害

に強いシステムとしてその能力を発揮し、地域に貢献で

きると考えている。

排熱の有効利用について
ディーゼルエンジン発電機の排気ガスの熱を利用した排

ガスボイラーでも蒸気を製造するとともに、発電機本体が

発する高熱から温水をつくって温水吸収式冷凍機に利用し、

冷水を製造している。すなわち、通常は放出されてしまう

熱エネルギーを回収している。また、低コストの夜間電力

を利用してターボ冷凍機で冷水をつくり、蓄熱槽に冷熱と

して蓄え、冷房需要が高い昼間に放冷する等、エネルギー

の有効利用と熱の製造コスト削減に努めている。さらに冷

水ポンプのインバーター化を実施したほか、日々、天候・

気温等に留意し、こまめな運転調整を行なうことで、省エ

ネに努めている。

山形の環境拠点教育を目指して
再開発は環境先進都市創造のための事業の一つとして

位置付けられ、当社としても環境教育の観点から、プラン

ト・設備をエネルギーミュージアムとして一般見学者に開

放し、近隣の中学生には職場体験の場として活用いただい

ている。

今後の展望・課題等
山形駅西口の新しい拠点施設として新県民文化施設建設

の計画があり、平成 31 年度の開業が予定されている。

当社では、この施設に温熱及び冷熱を供給すべく準備中

で、決定後は当社設立時に計画していた 3 カ所の施設への

熱供給が実現する予定である。ますます熱の安定供給が求

められ、身が引き締まる思いである。

装置も運転開始後 15 年ほどが経過し、メンテナンスコ

ストの増加への対応、設備投資の必要性等が考えられるが、

高効率運転を心がけ、安全・安定運転を遵守し、引き続き

環境に配慮した熱供給を行なっていきたい。

（山形熱供給㈱ 業務部長　松井 茂）

電気・熱供給システムフロー図

山形熱供給㈱

熱供給システムの構成

はコンパクトで、ディー

ゼルエンジンコージェネ

レーションとして発電機

が 600kW × 3 台、 貫 流

ボ イ ラ ー が 2.0t/h × 8 台

（ 重 油 焚 き 4 台、 ガ ス 焚

き 4 台）、温水吸収式冷凍

機が 106RT × 1 台、蒸気

吸収式冷凍機が 1,000RT・

680RT × 各 1 台、 電 動 タ

ーボ冷凍機が 428RT × 1

台である。電動ターボ冷凍

機は、廉価な夜間電力を利

用して、1,500㎥の蓄熱槽

kW
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盛岡駅西口地区の概要
盛岡市は、都心部へ都市機能が集中していることによ

る都市整備上の課題に対応し、魅力ある都市をつくるた

め、コンセプトの異なる 3 つの拠点を市内に軸状に配置

し、それぞれが相乗的に活力を生み出すような都市構造

をめざして再編を推進している。

城下町としての成り立ちをもつ既存都市地区、新市街

地として開発された盛岡南地区、そしてこの 2 つの拠点

の中央に位置するのが盛岡駅西口地区である。

盛岡駅西口地区は、旧国鉄盛岡工場の跡地を開発した

地区で、「地球環境の保全と豊かな社会づくりの調和」

をコンセプトに、北東北の拠点都市である盛岡の玄関と

して、また都市構造の基礎となる都市軸の要として、整

備が進められている。

熱供給事業の概要
当地区の開発では、市民文化ホール、商業施設、オフ

ィス、市内を一望できる展望室などがある複合インテリ

ジェントビル「盛岡地域交流センター（マリオス）」が

建設され、平成 9 年 11 月に開館している。盛岡市のラ

ンドマークタワーとして市民に親しまれている 20 階建

てのビルで、この地下 2 階に当地区熱供給事業の熱供給

プラントが設置されている。

当地区の熱供給事業は、東北電力㈱が事業者として、

平成 7 年 7 月に事業許可を受けた。盛岡地域交流センタ

ーが開館した平成 9 年 11 月から事業を開始し、北東北

で最初の事例となった。現在は同センターのほか、「岩

手朝日テレビ」と「いわて県民情報交流センター（アイ

ーナ）」の 3 ヶ所のお客さまに、冷水と温水を供給して

いる。

未利用エネルギー活用熱供給システム
本事業では、冬でも平均 12℃と温かい未処理下水と、

盛岡地域交流センター内に設置された変電所の排熱を有

効利用している。未処理下水を活用した熱供給事業は、

後楽一丁目地区（東京下水道エネルギー㈱）に続くわが

特集⃝
地域熱供給未処理下水と変電所排熱を活用した地域熱供給

図１　供給区域図

東北地方の熱供給事業②

盛岡駅

熱源水管

JR盛岡駅構内

中川ポンプ場→

いわて県民情報
交流センター
（アイーナ）

盛岡地域
交流センター
（マリオス）

熱源
プラント

立体
駐車場
岩手
朝日
テレビ

西
口
自
由
通
路交通広場供給区域
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図2　熱供給システムフロー概念図

水熱源ヒートポンプ

削減するとともに、CO2 排出量も抑制している。また、

蓄熱システムと組み合わせることにより、一層のエネル

ギー利用効率の向上と、電力の負荷平準化にも貢献して

いる。

供給方式は冷水（供給温度：7℃）と温水（供給温度：

48℃）の 4 管方式であり、平成 25 年度の販売熱量は冷

水 1.9 万 GJ、温水 2.2 万 GJ で、合計 4.1 万 GJ であった。

これらの冷温水は、お客さまの建物で冷暖房に使用され

るほか、一部で湿度調整にも利用されている。

主要設備の概要は表 1のとおりである。蓄熱槽は、

冷水槽 600㎥と、温水槽 325㎥のほか、冷温水槽 3,195㎥

を設けているが、この冷温水槽は、季節の違いなどによ

る熱需要の変化に応じて、冷水槽、もしくは温水槽に切

り替えて活用している。

なお、プラント運転開始時は 2 ヶ所のお客さまへ冷温

水を供給していたが、その後の新規のお客さまの追加に

より、ヒートポンプ（冷水 800USRT、温水 7,220MJ/h

× 1 台）を増設した経緯がある。

今後の展望
当地区の熱供給プラントは、平成 9 年の運転開始以来

約 18 年が経過しているため、設備の経年劣化に適切に

対応しながら、安定供給に努めていくことが課題である。

当地区では、これを通じて、地域の復興、発展に貢献し

ていきたいと考えている。

（東北電力㈱ お客さま本部 お客さま提案部）

東北電力㈱

国 2 例目の事業で、当地区では約 1km 先にある中川ポ

ンプ場（雫石川を越えて送水するための下水道関連施

設）で未処理下水と熱交換した熱源水を、熱源水管によ

って熱供給プラントに引き込んでいる（中川ポンプ場の

熱交換器は「熱利用下水道モデル事業」の指定を受けて

設置したもの）。

これらの未利用エネルギーはヒートポンプを介して有

効な熱エネルギーとして回収し、地域熱供給での冷温水

製造に活用している。これにより、化石燃料の使用量を

表1　主要設備
プ
ラ
ン
ト
設
備

水熱源ヒートポンプ
冷水：800USRT、温水：7,220MJ/h×1台
冷水：400USRT、温水：3,767MJ/h×2台

スクリュー冷凍機 冷水：110USRT×1台
温水ボイラー 温水：20,930MJ/h×1台

蓄熱槽
冷水：600㎥、温水：325㎥、冷温水：3,195㎥

合計4,120㎥
地 域 導 管 直径：100mm 〜 400mm、総延長956ｍ
熱 源 水 管 直径：400mm、総延長1,878 ｍ

冷水（往）

冷水（還）

温水（往）

温水槽冷温水槽冷水槽

温水（還）

冷却塔

ターボ
冷凍機 ヒートポンプ

温水ボイラ

変電所

熱交換器

下水処理中川ポンプ場
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News Flash

当 協 会 で は、 平 成 27 年 1 月 28

日（水）～ 30（金）の 3 日間、東

京 ビ ッ グ サ イ ト で 開 催 さ れ た

「ENEX2015 ～第 39 回地球環境と

エネルギーの調和展～」（総来場者

数：約 4 万 8 千人）に出展し、地域

熱供給（地域冷暖房）を普及・啓発

する展示を行ないました。

今回の展示会では、来場者の目を

引き、かつ地域熱供給により関心を

持っていただくために、キャッチコ

ピー「スマ熱」を考案し、地域熱供

給の魅力やメリットを展示パネル、

映像及びプレゼンテーションにより

紹介しました。特に今回は、MC に

よるプレゼンテーションに加え、熱

供給事業者（7 事業者）による地域

熱供給導入地区事例紹介を行なうこ

とで、より分かりやすく、より具体

的に地域熱供給の実状を紹介するこ

とにより、満席のため通路で多くの

方が立見をされるほど聴講者が集ま

りました。

ENEX2015に出展

なお、クイズラリー付きアンケー

トも実施し、回答数は 704 通でした。

多数の方（推定で 2,000 名超）にご

来場いただき、地域熱供給への理解

を深めていただくことができました。

協会ブース外観

プレゼンテーションの様子

説明員による解説

クイズラリーの答えを探す来場者

クイズラリー付きアンケート回答者には抽選で景品を贈呈
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「スマ熱」使用例

神戸東部新都心地区／見学前の概要説明風景

神戸会場

名古屋会場

神戸ハーバーランド地区／プラント見学風景

ささしまライブ24地区／プラント見学風景

神戸東部新都心地区／プラント見学風景

神戸ハーバーランド地区／監視室見学風景

ささしまライブ24地区／プラント周辺部見学風景

3

当協会では、ENEX2015 への出展を機に、地域熱供給（地域冷暖房）を

より身近に感じていただくために、キャッチコピー「スマ熱」を考案しまし

た。

「スマ熱」とは、スマートに効率良く熱をつくって効率良く送る、地域熱

供給そのものを指し示す言葉として表現いたしました。

この「スマ熱」につきましては、今後展示会等のイベントやパンフレット

等で積極的に活用していくために、昨年 10 月に商標登録出願を行ない、平

成 27 年 1 月 30 日付で正式に商標登録されました。今後、「スマ熱」をどこ

かで見かけられた時は、地域熱供給を思い起こしていただけると幸いです。

当協会では、資源エネルギー庁主催（当協会

運営）の「平成 26 年度地域熱供給シンポジウ

ム」終了後に、当協会主催にて熱供給施設見学

会を開催いたしました。

平成 27 年 2 月 10 日（火）には、神戸市で

「神戸東部新都心地区」と「神戸ハーバーラン

ド地区」（2 地区に分かれて見学）を、平成 27

年 2 月 16 日（月）には、名古屋市で「ささし

まライブ 24 地区」を、シンポジウム参加者の

中で希望された皆さまに見学していただきまし

た。

神戸東部新都心地区には 35 名、神戸ハーバ

ーランド地区には 30 名、ささしまライブ 24 地

区には 79 名の方が参加され、熱供給施設を実

際に体感していただくことにより、シンポジウ

ムで得られた知見をより深めていただく機会と

なりました。

ご参加の皆さま、ならびに施設見学のご案内

をいただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

商標登録証

「スマ熱」商標登録

熱供給施設見学会を開催
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News Flash

新たなエネルギー基本計画に基づき熱供給システム改

革の議論が進められてきた経済産業省 総合資源エネル

ギー調査会 ガスシステム改革小委員会の報告書が、平

成 27 年 1 月 21 日にとりまとめられました。

それによるとシステム改革の目的の一点目は、熱供給

事業者の創意工夫を促し、需要家ニーズを的確に捉える

新たなサービスやビジネスを創出する環境を整えること

により、需要家の選択肢を拡大し、電力・ガスシステム

改革と相まって、エネルギー間の相互参入やエネルギー

以外の事業との連携を促進するなどの「需要家の選択肢

や事業者の事業機会の拡大」を図ること。二点目として

は、システム改革により、熱供給を行なう側より情報や

交渉力が不足する需要家利益を害することがないよう

「需要家利益の保護」に留意することとなっています。

これに基づき、以下の論点で整理がなされました。

論点1：自然独占性に着目した規制の見直しの方向性
事業環境の変化により熱供給事業の自然独占性が薄れ

てきているため、現行法における料金規制及び供給義務

は撤廃することが適当である、とされました。

これを受け、3 月 3 日に閣議決定された「熱供給事業

法の一部改正」（案）では、第三条で現行制度の許可制

を改め登録制とし、料金規制は撤廃されています。

論点2：熱供給事業者に対する需要家保護規制の在り方
需要家保護の観点からは、①料金を含む供給条件につ

いての説明義務、契約締結時の書面交付義務、②需要家

からの苦情等に応ずる義務、③供給能力の確保義務を課

すことが適当である、とされました。

これを受け、閣議決定された改正法案では、それぞれ

が第十三条（供給能力の確保）、第十四条（供給条件の

説明等）、第十五条（書面の交付）、第十六条（苦情等の

処理）で規定されました。

論点3：需要家保護の在り方（料金の経過措置の在り方）
需要家が実質的に、熱供給事業者が提供するサービス

熱供給システム改革に係る報告書まとまる

以外のサービスを選択することが困難な状況にあること

などにより、熱供給事業者に規制なき独占が生じる懸念

があるか否かを個別の供給区域ごとに判断の上、このよ

うな懸念のある供給区域については小売料金規制の経過

措置を設ける仕組みとすることが適当である、とされま

した。

また、小売料金規制の経過措置が必要と判断される供

給区域においては、熱供給事業者に対し、以下の措置を

講ずることが適当である、とされました。

 ・当該供給区域内において、経済産業大臣の認可を受け

た供給規程による供給義務を引き続き課す（料金値上

げの場合は認可制、値下げの場合は届出制とする）。

 ・熱供給事業者に対しては、当該供給規程で定められた

条件により供給を受けることを希望する需要家に対す

る供給義務を課す。

 ・需要家との合意があれば、当該供給規程によらない供

給条件で供給を行なうことも妨げない（自由メニュー

を妨げないが、最終的な供給保障は規制により担保す

る仕組みとする）。

これを受け、閣議決定された改正法案の附則第五十条

等で「指定旧供給区域」に対する経過措置の内容が規定

されました。

論点4：ネットワーク規制についての考え方
熱供給システムは電力・ガスシステムと異なる特徴を

有していること、及び、実際に託送供給のニーズも見ら

れていないことから、現時点では、熱供給事業者に対し、

託送義務等のネットワーク規制を課す必要性はないもの

と考えられる、とされました。

論点5：二重投資規制
熱供給事業者が既に導管を設置し、熱供給を行なって

いる場所で、新たな事業者が熱供給事業への参入を希望

する際には、需要家利益の保護の観点から、電気事業に

おける考え方も参考としつつ、二重投資により、需要家
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自由民主党 資源 ･ エネルギー戦略調査会
再生可能エネルギー普及拡大委員会への出席

再生可能エネルギーの普及拡大を目的と

して設置されている、自由民主党 資源 ･

エネルギー戦略調査会 再生可能エネルギ

ー普及拡大委員会において、熱供給事業に

おける都市の未利用エネルギーの活用状況

に関するプレゼンテーションを依頼されま

した。このため、平成 27 年 3 月 4 日に当

協会及び㈱エネルギーアドバンスから取り

組み状況等についてプレゼンテーションを

行ないました。

利益を著しく害するおそれがあると認められる場合に

は、経済産業大臣が登録を拒否することが適当である、

とされました。

論点6：実施時期
熱供給システム改革は、半年強の準備期間を想定し、

平成 28 年を目途に実施することとし、併せて需要家

保護等に万全を期すため、電気事業及び都市ガス事業

と同様に、規制組織の独立性と専門性の向上（新たな

規制組織への移行）を図ることが適当である、とされ

ました。

　当協会のホームページでは、本誌「熱供給」のバックナンバー（75 号以降）の記事を
はじめ、全国各地で行なわれている熱供給事業の概要等が閲覧できるようになっております。
　特に、全国各地の熱供給事業のご紹介は、「地域別」「地球環境の保全・都市環境の創造」

「まちづくり」の 3 種の索引から見ることができます。
ぜひご利用ください。

http://www.jdhc.or.jp/

日本熱供給事業協会インターネットホームページのご案内

協会プレゼンテーション資料（抜粋）

保安（ガス安全小委員会）関連
保安規制改正については、平成 26 年 11 月 10 日のガス

安全小委員会において、当協会から熱供給事業における保

安業務についてプレゼンテーションを行なうとともに、協

会としての保安に関する要望を行ないました。それを受け

て、平成 26 年 12 月 10 日の同委員会において、特段の問

題等が生じていないことを踏まえ、原則として保安規制の

枠組みを維持することが適当であることと、今後検討すべ

き事項として供給規程に関連する保安規制について検討を

必要に応じ行なうこと、とされました。

当協会ホームページ
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中部国際空港セントレア旅客ターミナルビル（中部国際空港島地区）
2005年2月17日に中部地方と世界をつなぐ空の玄関として開港した中部国際空港「セントレア」が、本年、開港
10周年を迎えた。飛行機に乗る人も乗らない人も楽しめる空港を目指して、グルメやエンターテイメントの充実が図
られている。また、中央に突き出たセンターピアの屋内と屋上の展望デッキには、一般来港者が行き来できるように
回遊性を持たせるなど、建築的にも楽しめる工夫が盛り込まれている。この人気の空港施設にも、地域熱供給（地
域冷暖房）が採用されている。（中部国際空港エネルギー供給㈱）

9393

空から見た「中部国際空港」。常滑沖につくられた人工島に旅客ターミナルビルがＴ字型に開く空から見た「中部国際空港」。常滑沖につくられた人工島に旅客ターミナルビルがＴ字型に開く

中部国際空港セントレア旅客ターミナルビルからの夜景中部国際空港セントレア旅客ターミナルビルからの夜景

東北芸術工科大学 教授 東北工業大学 教授

地方創生における
地域エネルギー事業の意義（東北地方を中心に）対談

センターピア先端には、日本で最も間近に滑走路を望む
フレンチと日本料理のレストラン「アリス ダイニング」

スカイデッキでは、
毎年「盆踊り」も開催

4階スカイタウン「レンガ通り」。
雑貨や衣料店、飲食店が並ぶ

4階スカイタウン「ちょうちん横丁」。
雑貨や衣料店のほか、名古屋めしの店も多い

国内空港初の展望風呂「風（フー）の湯」。
　飛行機を眺めながら入浴できる

「スカイデッキ」は、滑走路間近の展望デッキとして大人気

折り紙のような天井が印象的な出発ロビーを4階から見下ろす。
3階には多目的ホールや貸会議室もあり、様々なイベントに対応できる

（写真提供：中部国際空港㈱（表紙全て））


